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一．業 務 の 概 況 

１．監査法人の目的及び沿革 
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２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別 

1 3 4  

 

 

３．業 務 の 内 容 
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４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 
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５．他の公認会計士又は監査法人との業務上の提携 

 

 

 

６．外国監査事務所等との業務上の提携 
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二．社員の概況 

１．社 員 の 数 

   

488人 50人 538人 

 

 

２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 
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三．事務所の概況 

 

 

 
  

事務所名 所  在  地 

当 該 事 務 所 に 勤 務 す る 者 の 数 

社 員 数 使  用  人  数 

合 計 
公認会計士 特定社員 公認会計士 

公認会計
士 試 験 
合格者等 

監 査 補 
助 職 員 

その他の 
事務職員

等 

 (主) 
東 京 

千代田区丸の内三丁目 2番 3号 
丸の内二重橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

人 
328 

人 
45 

人 
1,573 

人 
858 

人 
2,029 

人 
150 

人 
4,983 

(従) 
札 幌 

札幌市中央区北五条西六丁目2番地
2 札幌ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 

2  15 11 9  37 

仙 台 
仙台市青葉区中央四丁目 6 番 1 号 
SS30 4  27 14 7  52 

新 潟 
新潟市中央区上大川前通七番町
1230 番地 7 ｽﾄｰｸﾋﾞﾙ鏡橋 

2  16 5 3  26 

さいたま 
さいたま市大宮区桜木町一丁目9番
地 4 ｴｸｾﾚﾝﾄ大宮ﾋﾞﾙ 

2  24 12 1  39 

横 浜 
横浜市神奈川区金港町 1 番地 4 
横浜ｲｰｽﾄｽｸｴｱ 

3  24 24 6  57 

長 野 
長野市南長野南石堂町 1277 番地の
2 長栄第 2 ﾋﾞﾙ 

3  20 13 9  45 

北 陸 
富山市桜橋通 2 番 25 号 
富山第一生命ﾋﾞﾙ 

2  24 3 5  34 

静 岡 
静岡市葵区紺屋町 17 番地の 1 
葵ﾀﾜｰ 

5  36 17 8  66 

名 古 屋 
名古屋市中村区名駅一丁目 1番 1号 
JP ﾀﾜｰ名古屋 

27  156 68 107  358 

大 阪 
大阪市中央区今橋四丁目 1 番 1 号 
淀屋橋三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

53 1 325 148 156 6 689 

京 都 
京都市下京区四条通烏丸東入長刀
鉾町 20 番地 四条烏丸 FT ｽｸｴｱ 

12  88 47 2  149 

神 戸 
神戸市中央区磯上通八丁目 3番 5号 
明治安田生命神戸ﾋﾞﾙ 

6  59 25 3  93 

広 島 
広島市中区八丁堀 3 番 33 号 
広島ﾋﾞｼﾞﾈｽﾀﾜｰ 

4  23 12 12  51 

高 松 
高松市紺屋町 2 番地 6 
高松ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ 

4  24 11 1  40 

福 岡 
福岡市中央区天神一丁目 4 番 2 号 
ｴﾙｶﾞｰﾗ 

20 1 129 54 71  275 

那 覇 
那覇市久茂地二丁目 9番 7号 
住友生命那覇久茂地ﾋﾞﾙ 

1  5 1 4  11 

計 総事務所数  17 ヵ所 478 47 2,568 1,323 2,433 156 7,005 
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四．監査法人の組織の概要 

 
 

五．財 産 の 概 況 

１．売上高の総額  

項   目 

第 53 期 第 54 期 

2019 年 6 月 1 日から 
2020 年 5 月 31 日まで 

2020 年 6 月 1 日から 
2021 年 5 月 31 日まで 

売上高 114,592 百万円 123,676  

 監査証明業務 80,932 百万円 83,223  

 非監査証明業務 33,660 百万円 40,452  

 

 

２．直近の二会計年度の計算書類 

 
  

報酬委員会

推薦委員会

監査委員会

公益監督委員会
������

������������������

���

経営企画本部

財務管理本部

人材本部

内部監査室

���������������
���������本部

監査���業務������部

�������������������

�������������

��内部���品質管理

��品質����管理

����������事業本部

���事業開発部

����������������部

監査���事業企画部

�������������������部

������管理部

監査�������

����������������������������������

監査品質統括部 �������事業部

�������事業部

��事業企画

����事業推�

������

�����������������

社員総会

監査���事業本部

金融事業部

第一事業部

第二事業部

第三事業部

���������������事業部

監査�������事業部

�括����括����
����������������
������������������

監査開発
������������������

14



 

15 

３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書 

 

 

 

４．供託金等の額 

  

25  1,076  

  

 1,166百万円 

  

 

 

５．供託金の全部又は一部を代替している有限責任監査法人責任保険契約の内容 
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六．被監査会社等（大会社等）の名称 
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（単位：百万円）

前会計年度 当会計年度 前会計年度 当会計年度

（2020年 5月31日） （2021年 5月31日） （2020年 5月31日） （2021年 5月31日）

46,812 55,815 32,486 43,473
現金及び預金 28,539 34,453 100 100
業務未収入金 15,268 15,840 34 10
前払費用 551 1,335 11,720 18,573
その他未収入金 587 1,395 3,275 3,182
差入保証金 7 222 1,567 3,459
その他 1,886 2,576 2,745 4,199
貸倒引当金 △ 29 △ 8 3,530 3,144

18,840 21,901 933 796
2,668 2,934 8,560 9,843

建物及び附属設備 2,393 2,650 17 164
器具備品 214 188 固定負債 9,215 12,133
土地 9 9 リース債務 22 11
リース資産 51 19 預り保証金 160 169
建設仮勘定 － 65 退職給付引当金 6,634 7,813

387 404 資産除去債務 1,894 3,001
商標権 3 2 長期未払金 503 1,137
特許権 2 2 41,701 55,607
ソフトウエア 382 399

15,783 18,561 23,951 22,106
投資有価証券 4 114 1,041 1,079
関係会社株式 153 153 36 69
出資金 728 728 1,959 1,751
その他の関係会社有価証券 445 445 その他資本剰余金 1,959 1,751
長期貸付金 204 130 20,915 19,206
差入保証金 3,149 2,975 20,915 19,206
長期前払費用 18 52 別 途 積 立 金 14,301 14,869
前払年金費用 4,784 4,936 繰越利益剰余金 6,614 4,337
繰延税金資産 6,289 9,016 － 3
その他 90 86 その他有価証券評価差額金 － 3
貸倒引当金 △ 84 △ 78 23,951 22,109

65,652 77,717 65,652 77,717

社員資本

資本金

出資金申込証拠金

その他利益剰余金

評価・換算差額等

負債及び純資産合計

有形固定資産

未払法人税等

未払金

未払費用

資産合計

未払消費税等

前受金

預り金

賞与引当金

利益剰余金

資本剰余金

負債合計

純資産の部

純資産合計

資産除去債務

科　目

貸貸借借対対照照表表

短期借入金

リース債務

科　目

負債の部

流動負債

固定資産

資産の部

流動資産

無形固定資産

投資その他の資産

26



114,592 123,676

人件費 83,086 93,693
人材開発費用 1,725 1,412
ファシリティ費用 5,696 4,570
情報システム及び通信費 6,590 7,066
その他業務費用 16,358 113,457 15,313 122,055
営業利益 1,134 1,621

受取利息 15 18
受取配当金 1,333 125
その他 69 1,417 97 241

支払利息 1 1
為替差損 24 34
その他 8 34 11 47
経常利益 2,518 1,815

関係会社株式売却益 2 ―
固定資産売却益 770 773 ― ―

3,291 1,815
1,645 3,718
△ 956 689 △ 2,729 989

2,602 825

損損益益計計算算書書

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

（単位：百万円）

当期純利益

科目
至　2021年 5月31日

業務収入

業務費用

営業外収益

営業外費用

特別利益

前会計年度

自　2019年 6月  1日
至　2020年 5月31日

当会計年度

自　2020年 6月  1日
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社社員員資資本本等等変変動動計計算算書書

前会計年度（自 2019年 6月1日　至 2020年 5月31日）

(単位:百万円)

資本

剰余金

その他
資本剰余金

被災地支援
積立金

創立50
周年記念
事業
積立金

移転準備
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

1,008 93 3,278 500 400 400 13,176 8,486 22,963 27,342 27,342

社員出資金増加 33 　－ 416 － － － － － － 449 449

社員出資金減少 － － △1,735 － － － － － － △1,735 △1,735

申込証拠金
受入額

－ 36 － － － － － － － 36 36

申込証拠金
減少

－ △93 － － － － － － － △93 △93

剰余金の配当 － － － － － － － △4,650 △4,650 △4,650 △4,650

被災地支援
積立金の取崩

－ － － △500 － － － 500 － － －

創立50周年記念
事業積立金の取崩

－ － － － △400 － － 400 － － －

移転準備積立金
の取崩

－ － － － － △400 － 400 － － －

別途積立金の
積立

－ － － － － － 1,124 △1,124 － － －

当期純利益 － － － － － － － 2,602 2,602 2,602 2,602

33 △57 △1,319 △500 △400 △400 1,124 △1,872 △2,047 △3,391 △3,391

1,041 36 1,959 － － － 14,301 6,614 20,915 23,951 23,951
当期変動額合計

当期末残高

出資金
申込

証拠金

社員資本
合計

当期変動額

社員資本

純資産
合計資本金

利益剰余金

当期首残高
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社社員員資資本本等等変変動動計計算算書書

当会計年度（自 2020年 6月1日　至 2021年 5月31日）

(単位:百万円)
評価・換算差額等

資本

剰余金

その他
資本剰余金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

1,041 36 1,959 14,301 6,614 20,915 23,951 － 23,951

社員出資金増加 38 　－ 163 － － － 201 － 201

社員出資金減少 － － △ 370 － － － △ 370 － △ 370

申込証拠金
受入額

－ 69 － － － － 69 － 69

申込証拠金
減少

－ △ 36 － － － － △ 36 － △ 36

剰余金の配当 － － － － △ 2,534 △ 2,534 △ 2,534 － △ 2,534

別途積立金の
積立

－ － － 567 △ 567 － － － －

当期純利益 － － － － 825 825 825 － 825
社員資本以外の項目
の当期変動額（純額）

－ － － － － － － 3 3

38 33 △ 207 567 △ 2,276 △ 1,708 △ 1,845 3 △ 1,842
1,079 69 1,751 14,869 4,337 19,206 22,106 3 22,109

当期首残高

当期変動額

当期変動額合計

当期末残高

社員資本

純資産
合計資本金

出資金
申込

証拠金

利益剰余金

社員資本
合計

その他
有価証券

評価差額金
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注注記記表表  
前会計年度 

自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2020 年 6 月  1 日 
至 2021 年 5 月 31 日 

当法人の計算書類は、公認会計士法及び同施行規則並び 
に我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 
基準に基づいて作成している。 
  
ⅠⅠ..重重要要なな会会計計方方針針にに係係るる事事項項にに関関すするる注注記記  
１． 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 
関係会社株式 移動平均法による原価法 
その他の関係会社

有価証券 
 

移動平均法による原価法 
その他有価証券 
時価のないもの 

 
移動平均法による原価法 

 
 

２．固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産(リース資産を除く)  
定率法 
但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備

は定額法を採用している。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 
建物及び附属設備  5年～15年 
器具備品      5年～15年 

 
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法 
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（5年）に基づいている。 
 

(3)リース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 
 
３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
業務未収入金、立替金等債権の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。 
(2)賞与引当金 

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち

当会計年度負担額を計上している。 
(3)退職給付引当金 

社員及び職員の退職給付に備えるため、当会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。 
① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込

額を当会計年度までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっている。 
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処

理方法 
数理計算上の差異は、各会計年度の発生時に

おける社員及び職員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（5年）による定額法により按分し

た額を発生の翌会計年度から費用処理すること

としている。過去勤務費用は、その発生時の社

員及び職員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（5年）による定額法より費用処理すること

当法人の計算書類は、公認会計士法及び同施行規則並び 
に我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 
基準に基づいて作成している。 
  
ⅠⅠ..重重要要なな会会計計方方針針にに係係るる事事項項にに関関すするる注注記記  
１． 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 
関係会社株式 同左 
その他の関係会社

有価証券 
 

同左 
その他有価証券 
時価のないもの 

 
同左 

 
 

２．固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産(リース資産を除く)  

同左 
 
 
 

 
 
 
(2)無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 
 
 

 
(3)リース資産 

同左 
 

 
３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
同左 

 
 
 

(2)賞与引当金 
同左 

 
(3)退職給付引当金 

  同左 
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前会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2020 年 6 月  1 日 
至 2021 年 5 月 31 日 

としている。 
 
４．収益及び費用の計上基準 

業務収入の計上基準 (
業務契約に基づく役務提供の進行に応じて計上

している。 
なお、タイムチャージによる役務提供契約につ

いては、請求時間に基づいて計上している。 
 

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 (

税抜方式によっている。 
 
 
ⅡⅡ..未未適適用用のの会会計計基基準準等等 
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 
2018年3月30日 企業会計基準委員会）  
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会）  
  
(1)概要  
 国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議

会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じ

る収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては

Topic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日
以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日よ

り後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企

業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会

計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたもので

ある。  
 企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発

にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を

図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点か

ら、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点

とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が

国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合に

は、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追

加することとされている。  
  
(2)適用予定日  
 2022年5月期の期首から適用する。  
  
(3)当該会計基準等の適用による影響  
 「収益認識に関する会計基準」等の適用による計算書類

に与える影響額については、現時点で評価中である。 
 
ⅢⅢ..表表示示方方法法のの変変更更  
  
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
４．収益及び費用の計上基準 

業務収入の計上基準 (
同左 

 
 
 

 
５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 (
同左 

  
 
ⅡⅡ..未未適適用用のの会会計計基基準準等等 
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 
2020年3月31日 企業会計基準委員会）  
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会） 
 

同左 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ⅢⅢ..表表示示方方法法のの変変更更  
（「会計上の見積りに関する会計基準」の適用） 
「会計上の見積りに関する会計基準」（企業会計基準第

31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会）を当会計年

度より適用し、（会計上の見積りに関する注記）を開示して

いる。 
 
ⅣⅣ..会会計計上上のの見見積積りりにに関関すするる注注記記  
(1) 資産除去債務の算定 

① 当会計年度の計算書類に計上した金額3,165百万円 
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に

関する情報 
主として法人事務所に関する不動産賃貸借契約に伴
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前会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2020 年 6 月  1 日 
至 2021 年 5 月 31 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅣⅣ..貸貸借借対対照照表表にに関関すするる注注記記  

(1)有形固定資産の減価償却累計額        1,716百万円 
 
(2)関係会社に対する金銭債権・債務  

 短期金銭債権 28百万円 
 長期金銭債務 1百万円 

 
 
ⅤⅤ..損損益益計計算算書書にに関関すするる注注記記 

(1)業務収入の内訳 
監査証明業務 80,932百万円 
非監査証明業務 33,660百万円 
  

(2)関係会社との取引高 
業務収入 400百万円 
業務費用 345百万円 
その他営業外収益 0百万円 
特別利益 770百万円 
  

う原状回復義務に係る費用負担に備えるため、過去の

実績を基礎として、使用見込期間を当該資産の耐用年

数とし、割引率は当該資産の耐用年数に応じた国債利

回りを使用して算出した原状回復費用の見積額を計上

している。 
これらの費用は退去時に支払うことが見込まれる

が、将来の事業計画の見直し等により資産除去債務の

金額に重要な影響を与える可能性がある。 
 

(2) 繰延税金資産の回収可能性 
① 当会計年度の計算書類に計上した金額9,016百万円 
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に

関する情報 
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を

軽減する効果を有するかどうかで判断している。当該

判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得

の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異

等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の

十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断

している。 
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分

性を判断するにあたっては、中期経営計画に基づき一

時差異等の解消見込年度及び繰戻・繰越期間における

課税所得を見積っている。当該見積りには、業務収入

に影響する成長率の見込等の仮定を用いている。 
当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な

経済条件の変動や法規制等により見直しが必要となっ

た場合、翌会計年度の計算書類において認識する繰延

税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与

える可能性がある。 

ⅤⅤ..会会計計上上のの見見積積りりのの変変更更にに関関すするる注注記記  
（資産除去債務の見積りの変更） 
当会計年度において、法人事務所に関する不動産賃貸借

契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務

について、事業所展開の方針見直し及び直近の原状回復費

用実績等の新たな情報の入手に伴い、一部の契約において

見積り変更を行った。これによる増加額1,262百万円を変更

前の資産除去債務残高に加算している。 
 
 
ⅥⅥ..貸貸借借対対照照表表にに関関すするる注注記記  

(1)有形固定資産の減価償却累計額        1,910百万円 
 
(2)関係会社に対する金銭債権・債務  

 短期金銭債権 460百万円 
 短期金銭債務 3百万円 

 
 
ⅦⅦ..損損益益計計算算書書にに関関すするる注注記記  

(1)業務収入の内訳 
監査証明業務 83,223百万円 
非監査証明業務 40,452百万円 
  

(2)関係会社との取引高 
業務収入 2,182百万円 
業務費用 1,025百万円 
その他営業外収益 0百万円 
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前会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2020 年 6 月  1 日 
至 2021 年 5 月 31 日 

 
(3)関係会社株式売却益 

関係会社であったデロイト トーマツ ベンチャー 
サポート株式会社の全株式の売却に係る利益であ 
る。 

 

(4)固定資産売却益 

関係会社へのソフトウエア等の売却によるもので 
ある。 

 
 
ⅥⅥ．．社社員員資資本本等等変変動動計計算算書書にに関関すするる注注記記  

当会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
配当金支払額等 

2019年 7月24日の定時社員総会において次の 
通り決議している。 

 
 配当金の総額    4,650百万円 
 基準日     2019年 5月31日 
 効力発生日   2019年 9月30日 

 
 
ⅦⅦ..税税効効果果会会計計にに関関すするる注注記記  

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 
訳 
 

繰延税金資産  
 賞与引当金 2,653百万円 
 未払金 2,574百万円 
 未払費用 650百万円 
 退職給付引当金 1,384百万円 
 減価償却超過額 24百万円 
 資産除去債務 592百万円 
 その他 460百万円 
 計 8,341百万円 
 将来減算一時差異の合計に

係る評価性引当額（※） 
△749百万円 

 繰延税金資産合計 7,591百万円 
 
繰延税金負債 

 

 前払年金費用 △810百万円 
 資産除去債務相当資産 △492百万円 
 
 

繰延税金負債合計 △1,302百万円 

繰延税金資産の純額 6,289百万円 
（※）評価性引当額の主な内訳は、資産除去債務587百

万円、関係会社株式109百万円（共に法定実効税

率を乗じた額）である。 

 

 

ⅧⅧ..金金融融商商品品にに関関すするる注注記記  
(1) 金融商品の状況に関する事項 

金融商品に対する取り組み方針として、当法人は余裕資

金が生じる場合の資金運用については安全性が高い普通

預金としており、資金調達については必要に応じて銀行

借入によっている。 
業務未収入金については、信用リスクにさらされてい

る。当該リスクに関しては、社内規程に従い期日管理及

び残高管理を行いリスクの軽減を図っている。 
未払金は、そのほとんどが1年内の支払期日である。 

 
 
                               
 
 
 
 
                               
 

 

 

ⅧⅧ．．社社員員資資本本等等変変動動計計算算書書にに関関すするる注注記記  

    当会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
配当金支払額等 

2020年 8月27日の定時社員総会において次の 
通り決議している。 

 
 配当金の総額    2,534百万円 
 基準日     2020年 5月31日 
 効力発生日   2020年10月30日 
 

 

ⅨⅨ..税税効効果果会会計計にに関関すするる注注記記    
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内 
訳 
 

繰延税金資産  
 賞与引当金 3,051百万円 
 未払金 4,448百万円 
 未払費用 717百万円 
 退職給付引当金 2,422百万円 
 減価償却超過額 45百万円 
 資産除去債務 981百万円 
 その他 744百万円 
 計 12,411百万円 
 将来減算一時差異の合計に

係る評価性引当額（※） 
△1,088百万円 

 繰延税金資産合計 11,323百万円 
 
繰延税金負債 

 

 前払年金費用 △1,530百万円 
 資産除去債務相当資産 △774百万円 
 その他 △1百万円 
 
 

繰延税金負債合計 △2,306百万円 

繰延税金資産の純額 9,016百万円 
（※）評価性引当額の主な内訳は、資産除去債務930百

万円、関係会社株式109百万円（共に法定実効税

率を乗じた額）である。 

 

ⅩⅩ..金金融融商商品品にに関関すするる注注記記  
(1) 金融商品の状況に関する事項 

同左 
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前会計年度 
自 2019 年 6 月  1 日 
至 2020 年 5 月 31 日 

当会計年度 
自 2020 年 6 月  1 日 
至 2021 年 5 月 31 日 

 
(2) 金融商品の時価等に関する事項 

2020年5月31日における貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりである。 
 

  （単位：百万円） 
 貸借対照表 

計上額(※1) 
時価 
(※1) 差額 

(1)現金及び預金 28,539 28,539 － 
(2)業務未収入金 15,268 15,268 － 
貸倒引当金 
(※2) △28 △28 － 

(3)未払金 (11,720) (11,720) － 
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示して

いる。 
(※2)業務未収入金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒

引当金を控除している。 
 
（注１） 金融商品の時価の算定方法 
① 現金及び預金、業務未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

る。 
② 未払金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

る。 
 

（注２）差入保証金（貸借対照表計上額：流動資産7百万

円、投資その他の資産3,149百万円）、関係会社株

式（貸借対照表計上額153百万円）、出資金（貸借

対照表計上額728百万円）、その他の関係会社有価

証券（貸借対照表計上額445百万円）、預り保証金

（貸借対照表計上額：固定負債160百万円）につ

いては、時価を把握することが極めて困難と考え

られるため、上記表には含めていない。 
 

 
ⅨⅨ..そそのの他他  

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。 
 

 
(2) 金融商品の時価等に関する事項 

2021年5月31日における貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりである。 
 

  （単位：百万円） 
 貸借対照表 

計上額(※1) 
時価 
(※1) 差額 

(1)現金及び預金 34,453 34,453 － 
(2)業務未収入金 15,840 15,840 － 
貸倒引当金 
(※2) △7 △7 － 

(3)未払金 (18,573) (18,573) － 
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示して

いる。 
(※2)業務未収入金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒

引当金を控除している。 
 
（注１）金融商品の時価の算定方法 

① 現金及び預金、業務未収入金 
 同左 

 
 

② 未払金 
同左 

 
 
 

（注２）差入保証金（貸借対照表計上額：流動資産222百
万円、投資その他の資産2,975百万円）、関係会社

株式（貸借対照表計上額153百万円）、出資金（貸

借対照表計上額728百万円）、その他の関係会社有

価証券（貸借対照表計上額445百万円）、預り保証

金（貸借対照表計上額：固定負債169百万円）に

ついては、時価を把握することが極めて困難と考

えられるため、上記表には含めていない。 
 

 
ⅪⅪ..そそのの他他  

同左 
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附附属属明明細細書書  

  

１．有形固定資産及び無形固定資産の明細 

 
前会計年度（自 2019 年 6 月 1 日 至 2020 年 5 月 31 日）                                                                  

  （単位：百万円）  

区分 資産の種類 

期首 

帳簿価額 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期 

償却額 

期末 

帳簿価額 

減価償却 

累計額 

期末 

取得原価 

有形固定

資産 

建物及び附属設備 2,891 67 219 346 2,393 798 3,191 

  器具備品 369 48 74 128 214 787 1,001 

土地 9 - - - 9 - 9 

リース資産 88 15 16 36 51 131 183 

計 3,359 131 310 511 2,668 1,716 4,385 

無形固定 

資産 

  商標権 3 0 0 0 3  

 特許権 2 - - 0 2 

  ソフトウエア 380 144 50 91 382 

  その他 0 - 0 - - 

計 386 144 50 92 387 

（注）1．建物及び附属設備の減少は、主に品川事務所の閉鎖及び新東京事務所の減床によるものである。 

2．ソフトウエアの増加は、主に業務ソフト開発によるものである。 

3．ソフトウエアの減少は、主に関係会社への売却によるものである。 

 
当会計年度（自 2020 年 6 月 1 日 至 2021 年 5 月 31 日）                                                                  

 （単位：百万円）  

区分 資産の種類 

期首 

帳簿価額 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期 

償却額 

期末 

帳簿価額 

減価償却 

累計額 

期末 

取得原価 

有形固定

資産 

建物及び附属設備 2,393 1,268 577 433 2,650 1,095 3,745 

  器具備品 214 82 16 90 188 746 935 

土地 9 - - - 9 - 9 

リース資産 51 - - 31 19 68 88 

建設仮勘定 - 65 - - 65 - 65 

計 2,668 1,416 594 556 2,934 1,910 4,845 

無形固定 

資産 

  商標権 3 0 0 0 2  

 特許権 2 1 0 0 2 

  ソフトウエア 382 142 21 103 399 

計 387 144 23 103 404 

（注）1．建物及び附属設備の増加は、主に資産除去債務の見積り変更に伴うものである。 

2. 建物及び附属設備の減少は、主に二重橋事務所附属設備の譲渡によるものである。 

3. ソフトウエアの増加は、主に業務ソフト開発によるものである。 
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２．引当金の明細 

 
前会計年度（自 2019 年 6 月 1 日 至 2020 年 5 月 31 日） 

   （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

貸倒引当金 27 93 2 4 113 
賞与引当金 8,999 8,560 8,999 - 8,560 
退職給付引当金 1,459 3,455 197 2,866 1,850 

（注）1．貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等である。 

2．退職給付引当金の当期減少額のその他は、企業年金制度への掛金の支払い等によるものである。 

       上記には前払年金費用を含めて表示している。 

 

当会計年度（自 2020 年 6 月 1 日 至 2021 年 5 月 31 日） 
   （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

貸倒引当金 113 13 8 31 87 
賞与引当金 8,560 9,843 8,560 - 9,843 
退職給付引当金 1,850 5,988 204 4,757 2,876 

（注）1．貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等である。 

2．退職給付引当金の当期減少額のその他は、企業年金制度への掛金の支払い等によるものである。 

       上記には前払年金費用を含めて表示している。 
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報酬給与 51,145 58,331

賞与 2,421 2,226

賞与引当金繰入 8,560 9,843

退職給付費用 3,463 5,913

法定福利費 8,090 8,513

支払業務報酬 2,106 2,808

業務委託費 6,181 5,526

その他 1,118 83,086 529 93,693

教育研修費用 979 720

採用関連費用 746 1,725 691 1,412

賃借料 4,122 3,470

水道光熱費 803 574

減価償却費 429 487

その他 340 5,696 37 4,570

減価償却費 175 172

消耗品費 998 1,182

通信費 470 409

業務委託費 132 6

IT業務分担金 4,383 4,487

その他 429 6,590 806 7,066

グループ分担金 10,729 11,117

業務会費 1,102 1,116

旅費交通費 1,756 697

責任保険料 503 456

租税公課 933 1,033

貸倒引当金繰入 88 ―

その他 1,244 16,358 891 15,313

合　　　計 113,457 122,055

その他業務費用

３．業務費用の明細

ファシリティ費用

情報システム及び通信費

人材開発費用

人件費

（単位：百万円）

科目

前会計年度

自　2019年 6月  1日
至　2020年 5月31日

当会計年度

自　2020年 6月  1日
至　2021年 5月31日
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独立監査人の監査報告書 

2021年７月５日 

有限責任監査法人トーマツ 

包括代表 國井 泰成 殿 

 

新創監査法人 

東京都中央区 

指 定 社 員 
公認会計士  柳澤 義一  ㊞    

業務執行社員 

 

指 定 社 員 
公認会計士  坂下 貴之  ㊞ 

業務執行社員 

 

監査意見 

当監査法人は、公認会計士法第34条の32の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの2020年６月

１日から2021年５月31日までの第54期会計年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、社

員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、有限責任監査法人トーマツから

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任 

 経営者の責任は、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示

する責任がある。 

監査委員会の責任は、財務報告のプロセスの整備及び運用における職務執行者の職務の執行を監視

することにある。 

 

 

計算書類の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書

類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が

謄本
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あると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、監査は、試査を基礎として行わ

れ、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の

判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を

検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告

書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事

項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結

論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 計算書類の表示及び注記事項が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の

表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価

する。 
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について

報告を行う。 
 

利害関係 

有限責任監査法人トーマツと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。 

 

以 上     
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独立監査人の監査報告書

年７月 日

有限責任監査法人トーマツ

包括代表 國井 泰成 殿

新創監査法人 

東京都中央区

指 定 社 員
公認会計士 柳澤 義一 ㊞

業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士 坂下 貴之 ㊞

業務執行社員

監査意見

当監査法人は、公認会計士法第 条の の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの 年６月

１日から 年５月 日までの第 期会計年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、社

員資本等変動計算書、注記表及び附属明細書について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類を作成することが適切

であるかどうかを評価し、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示

する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告のプロセスの整備及び運用における職務執行者の職務の執行を監視

することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合

謄本
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に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計

算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類の表示及び注記事項が、公認会計士法及び同施行規則並びに我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算

書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど

うかを評価する。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。

利害関係

有限責任監査法人トーマツと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以 上
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